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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気設備とこの電気設備を保護・計測・制御するマルチリレーを有した受配電設備、前
記マルチリレーの設定変更情報をインターネット経由で受信して管理する遠隔管理システ
ム、および前記受配電設備の図面を客先別に管理する図面データベースを備え、
　前記遠隔管理システムは、前記マルチリレーの設定変更情報をインターネット経由で受
信する設定変更受信部と、この設定変更受信部で受信した設定変更情報を管理する変化通
知管理部と、前記設定変更情報を基に前記図面データベースにアクセスして前記受配電設
備の図面の変更に対する影響範囲を検索し、影響箇所と変化内容と変化前後情報を前記変
化通知管理部に通知する影響範囲検索部と、前記変化通知管理部から前記影響箇所と変化
内容と変化前後情報を取得して前記図面データベースに蓄積されている前記受配電設備の
図面を変更する図面更新処理部を備え、
　前記設定変更受信部は、前記マルチリレーのアドレスと変化フラグが含まれた変更情報
を受信する変化通知受信部と、前記マルチリレーの設定値が含まれた設定情報を受信する
設定読み込み受信部を備えていることを特徴とする受配電設備の図面管理装置。
【請求項２】
　前記図面更新処理部は、図面の副番管理を行うようにした請求項１に記載の受配電設備
の図面管理装置。
【請求項３】
　前記遠隔管理システムは、前記受配電設備が正常または異常であるかを確認するために



(2) JP 6541496 B2 2019.7.10

10

20

30

40

50

定期的に前記インターネットを介して前記受配電設備へ異常確認パケットを送信する異常
確認処理部を備えた請求項１または請求項２に記載の受配電設備の図面管理装置。
【請求項４】
　前記受配電設備のマルチリレーは、前記異常確認パケットに対する応答時に前記マルチ
リレーの設定変更情報を合わせて前記異常確認処理部に送信するようにした請求項３に記
載の受配電設備の図面管理装置。
【請求項５】
　前記受配電設備のマルチリレーの動作にプライオリティを持たせ、前記マルチリレーの
処理状況に応じて前記プライオリティを可変とした請求項１から請求項４のいずれか１項
に記載の受配電設備の図面管理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、受配電設備において、設備変更があった場合の設定変更情報を図面データ
ベースに反映するようにした図面管理装置に関するもので、特に設定変更情報をインター
ネット経由で遠隔管理システムに通知して、それら情報を管理して図面データベースに反
映する機能を有する受配電設備の図面管理装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　受配電設備はビル、工場、駅など、特高高圧受電が必要な建物に設置されており、それ
ぞれの設備は独立して運用されている。設計者は、設備毎に図面を作成し、メーカでは、
図面を元に生産を行っている。また、これら図面は設備が改造、更新されるたびに再設計
され、メンテナンスする必要がある。
　これらビル、工場などの建物において設備の増改築があった場合、電気系統に変更が生
じるため、マルチリレーの整定値が変更される場合がある。
　従来は、メーカ側設計者は言わば受動的に変更内容を入手し、改造更新工事時に図面更
新を実施していた。
【０００３】
　また、ビル設備に配置された計器の計測値をローカル制御装置及び伝送制御装置を介し
て収集し、この収集した計測値に基づきビル設備の監視制御を行うメインコントローラお
よびマンマシンコントローラのソフトウェア変更情報を、遠隔のメール送信装置からイン
ターネットを介して電子メールで送信し、この電子メールのソフトウェア変更情報を用い
て現場側のソフトウェアを変更してメンテナンスを行うようにしたものも知られている。
（特許文献１参照）
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－２０２９１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　メーカ側設計者が受動的に変更内容を入手し、改造更新工事時に図面更新を実施した場
合、いつ、どこで、誰が、何のために変更したのかの情報を把握するのに時間を要する。
そのため、客先経営状況を含めたタイムリーな提案活動ができないでいた。
【０００６】
　一方、特許文献１では、ソフトウェア変更情報を電子メールで送信し、この電子メール
の変更情報を用いて現場側のソフトウェアを変更することとしているが、現場側の設定変
更に対する遠隔側の機能が特許文献１にはない。また、変化情報がメールベースであり、
図面システムへの反映はメールを読み解いて設計者が行うことになると考えられる。
　また、現場と遠隔間の通知方法がメールで行われており、変化情報を送信するにあたっ
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ても、変化内容も含めた情報が毎回送信されて通信量が増加する。従って、場合によって
は他に優先すべき通信、処理があっても、これに影響を及ぼされる可能性がある。特に、
受配電設備の監視は監視の連続性が求められることから、状況に応じてこれら変化情報通
知は、後回しにされるべきである。
【０００７】
　この発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、受配電設備の改
造、更新時に設計図面管理を容易にすることで、変更作業の省力化を行うことが可能な受
配電設備の図面管理装置を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この発明に係る受配電設備の図面管理装置は、電気設備とこの電気設備を保護・計測・
制御するマルチリレーを有した受配電設備、マルチリレーの設定変更情報をインターネッ
ト経由で受信して管理する遠隔管理システム、および受配電設備の図面を客先別に管理す
る図面データベースを備え、遠隔管理システムは、マルチリレーの設定変更情報をインタ
ーネット経由で受信する設定変更受信部と、この設定変更受信部で受信した設定変更情報
を管理する変化通知管理部と、設定変更情報を基に図面データベースにアクセスして受配
電設備の図面の変更に対する影響範囲を検索し、影響箇所と変化内容と変化前後情報を変
化通知管理部に通知する影響範囲検索部と、変化通知管理部から影響箇所と変化内容と変
化前後情報を取得して図面データベースに蓄積されている受配電設備の図面を変更する図
面更新処理部を備え、設定変更受信部は、マルチリレーのアドレスと変化フラグが含まれ
た変更情報を受信する変化通知受信部と、マルチリレーの設定値が含まれた設定情報を受
信する設定読み込み受信部を備えたものである。

【発明の効果】
【０００９】
　この発明によれば、客先が受配電設備の設備変更をした際に、変化情報を図面データベ
ースと連携させ、メーカ作成の図面を自動で更新して設計者の図面メンテナンスを補助す
ることが可能となり、設計変更作業の省力化が期待できる。
　また、変化情報がタイムリーに把握できることから、その情報を使って設備運用の動向
に基づいた営業活動が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】この発明に係る受配電設備の図面管理装置の全体システム構成を示す図である。
【図２】この発明の実施の形態１における受配電設備の図面管理装置の構成および変化通
知処理と図面管理の動作順を示す図である。
【図３】この発明の実施の形態２における受配電設備の図面管理装置において、変化通知
処理を時間軸に沿って表現したシーケンス図である。
【図４】この発明の実施の形態３における受配電設備の図面管理装置において、プライオ
リティ制御を時間軸に沿って表現したシーケンス図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
実施の形態１．
　以下、この発明の実施の形態１に係る受配電設備の図面管理装置を図１および図２に基
づいて詳細に説明する。
　図１は受配電設備の図面管理装置における全体システム構成を示し、受配電設備１Ａお
よび１Ｂ（総称する場合は添え字Ａ、Ｂは省略する）は、電力会社から受電した電力を負
荷設備に適した電圧に変換するとともに、配電線の事故時の負荷設備の保護をし、内部事
故が波及事故につながることを防止する需要家の電気設備全般のことを言い、図では２つ
の設備しか示していないが、通常は１つのビル内に２つ以上の受配電設備が設けられてい
る。
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【００１２】
　受配電設備１Ａには、特高高圧盤２、マルチリレー３、データ収集ＰＬＣ（Programmab
le Logic Controller）４、遠隔監視用ゲートウェイ５、産業用パソコン６などが備えら
れている。
　特高高圧盤２は、遮断器や断路器、変圧器等の高圧電気設備を収納する盤である。マル
チリレー３は、特高、高圧の電気設備を保護・計測・制御する電子機器である。データ収
集ＰＬＣ４は、マルチリレー３の情報を収集、制御するコントローラである。遠隔監視用
ゲートウェイ５は、インターネットに接続するための通信機能、セキュリティ機能を擁す
るコントローラである。産業用パソコン６は、受配電設備１Ａを監視・制御するヒューマ
ンマシンインタフェースである。
　受配電設備１Ｂにも、受配電設備１Ａとほぼ同様な機器が備えられており、ここでは説
明を省略する。
【００１３】
　受配電設備１の遠隔監視用ゲートウェイ５にはインターネット７が接続され、このイン
ターネット７はインターネットプロトコルを利用してコンピュータを相互接続したコンピ
ュータネットワークである。
　受配電設備１から遠く離れた場所には遠隔管理システム８が設けられ、この遠隔管理シ
ステム８がインターネット７に接続されている。遠隔管理システム８は、受配電設備１の
設定変更通知を受信し、設定情報を収集および管理するシステムである。
【００１４】
　遠隔管理システム８には図面データベース９が接続され、この図面データベース９は、
受配電設備１の図面を各客先別に管理するデータベースである。
　図面設計・業務環境１０は、設計者１２が図面１１を編集する環境であり、図面１１は
、生産活動、及び客先納品物として使用する設計図面である。
【００１５】
　図１に示す受配電設備の図面管理装置は、受配電設備１の電子機器であるマルチリレー
３の設定変更情報（変更情報と設定情報を含めた情報）をインターネット７経由で遠隔管
理システム８に通知し、遠隔管理システム８に蓄積された設定変更情報を元にユーザの選
択に応じて図面更新を行うものである。
　また、マルチリレー３は、電気系統を電気事故から保護する動作をする。更にマルチリ
レー３は、電気系統をセンシングして受配電設備１の状態を監視することができる。遠隔
監視用ゲートウェイ５は、マルチリレー３から設備内情報を収集し、インターネット７経
由で遠隔管理システム８に転送する。
【００１６】
　次に図１に示す受配電設備の図面管理装置の具体的な構成を図２に基づいて説明する。
　図２において、現場作業員２０は、受配電設備１を運用、管理するユーザである。設計
者１２は、図面作成をするユーザである。
　遠隔管理システム８には、受配電設備１に設けられたマルチリレー３の設定変更などの
通知をインターネット７経由で受信処理する変化通知受信部８１、および変化通知受信部
８で受信した変更通知のあったマルチリレー３の番地（どの設備の、どのチャネルの、ど
のアドレスか）を蓄積するデータベースである変化通知位置情報データベース８２が設け
られている。
【００１７】
　また、遠隔管理システム８には、設計者１２などの操作により変化通知情報を管理する
処理部である変化通知管理部８３が設けられている。変化情報取得部８４は変化通知管理
部８３からの指示で変化通知位置情報データベース８２にアクセスして変化情報を取得す
る。この変化情報はアドレスと変化フラグのみで、設定値（整定値）などの変化内容は含
まれていない。即ち、ただ単にどこで変化があったかどうかだけを通知する情報のみが含
まれているだけである。
【００１８】
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　設定読込み電文送信部８５は、変化通知管理部８３からの指示で設定読込み要求（デー
タ送信要求）をインターネット７経由で受配電設備１に送信する。設定読込み受信部８６
は、設定読込み電文送信部８５から設定読込み要求があった受配電設備１に設けられたマ
ルチリレー３の設定情報を受信する。この設定情報にはアドレスと変化フラグと設定値（
整定値）情報が含まれている。
　ここで、変化情報と設定情報を含めて設定変更情報としたので、変化情報を受信する変
化通知受信部８１と設定情報を受信する設定読込み受信部８６は、併せて設定変更受信部
と称することにし、変化通知管理部８３は設定変更受信部で受信した設定変更情報を管理
する。
【００１９】
　変化通知の影響範囲検索部８７は、設定変更情報が図面への影響範囲を検索する処理部
で、設定変更情報を基に図面データベース９にアクセスして受配電設備１の図面の変更に
対する影響範囲を検索し、影響箇所と変化内容と変化前後情報を変化通知管理部８３に通
知する。
　図面更新処理部８８は、変化通知管理部８３からの指示に基づき、図面を更新する処理
部で、変化通知管理部８３から影響箇所と変化内容と変化前後情報を取得して図面データ
ベース９に蓄積されている受配電設備の図面を変更する。
【００２０】
　図面データベース９は、受配電設備１Ａ・１Ｂ毎に図面データが蓄積されており、受配
電設備１Ａの図面データベース９Ａには、受配電設備１Ａの端末の定義設定データ９１と
保護継電器の定義整定表９２を有し、遠隔管理システム８によって新設、変更、削除など
が可能なデータベースである。
　受配電設備１Ｂの図面データベース９Ｂにも、図面データベース９Ａと同様な図面デー
タが蓄積されており、説明は省略する。
【００２１】
　次に図２の構成における動作を図２に記載した吹き出しの番号順に従って説明する。
　（１）整定値変更
　現場作業員２０は、マルチリレー３を操作して設定値（整定値）を変更する。
　（２）変化通知発報
　マルチリレー３は、ユニークな自身の端末アドレス情報を埋め込み、変化通知を発報す
る。
　（３）変化通知蓄積
　変化通知受信部８１は、インターネット７を介して変化通知発報を受信し、変化情報を
変化通知位置情報データベース８２へ蓄積する。
　（４）図面更新要求
　設計者１２は、任意のタイミングで変化通知管理部８３を使って図面更新要求を行う。
　（５）設定読込み電文
　変化通知管理部８３は変化情報取得部８４により変化通知位置情報データベース８２に
アクセスして、変化情報を取得する。設定読込み電文送信部８５は、取得した変化情報を
基にインターネット７経由でマルチリレー３に対して設定情報送信要求を行う。
　（６）設定情報送信
　設定情報送信要求があったマルチリレー３は、現在の設定情報を遠隔管理システム８に
送信する。
　（７）設定情報受信
　設定読み見込み受信部８６は、マルチリレー３の設定情報を受信し、変化通知管理部８
３に転送して蓄積する。
　（８）影響箇所検索
　変化通知管理部８３は、設定情報に含まれる設定値（整定値）などの変化内容が図面更
新にどのくらい影響を及ぼすのか、影響範囲検索部８７へ図面への影響範囲検索を依頼す
る（図面更新要求時や１年に１回自動的に依頼するか、若しくは設計者が設備改造工事の
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設計前に一度依頼するなど）。
　（９）影響箇所検出
　影響範囲検索部８７は、アドレスなどを基に図面データベース９にアクセスして検索（
端末の定義設定データ９１と保護継電器の定義整定表９２には全ての情報にアドレスなど
の属性を持たせており、その属性を基に検索する）し、影響箇所と変化内容と変化前情報
を取得して変化通知管理部８３に転送する。変化通知管理部８３は設計者に影響箇所、変
化内容と変化前後情報を提示する。
　（１０）図面更新決定
　設計者１２は、変化通知管理部８３により図面更新決定を選択する（１年に１回自動的
に選択、若しくは設計者が設備改造工事の設計前に選択するなど）。
　図面更新処理部８８は、変化通知管理部８３より変更内容（設定情報）を取得し、図面
データベース９にアクセスして図面をコピー、変更内容（設定情報）を反映して副番を進
めて図面を更新変更する。
　変更内容（設定情報）の反映は自動的に行うか、変更内容（設定情報）の前後までを自
動で提示し、その後設計者が承認してから反映完了とする。
【００２２】
　以上のように、実施の形態１の発明では、受配電設備１の変化情報をインターネットを
通じて図面データベース９と連携させ、図面の副番管理、影響範囲提示、変化内容提示を
遠隔管理システム側で一元的に行うことにより、設計者の図面メンテナンスを補助するこ
とが可能となる。また、受配電設備の変化情報がタイムリーに把握できることから、その
情報を使って設備運用の動向に基づいた営業活動が可能となる。
【００２３】
実施の形態２．
　次に、この発明の実施の形態２に係る受配電設備の図面管理装置を図３に基づいて詳細
に説明する。
　図３はこの発明の実施の形態２における受配電設備の図面管理装置において、変化通知
処理を時間軸に沿って表現したシーケンス図を示している。ここで、シーケンス図とは、
相互作用図の一つでシステム間のやりとりを時間軸に沿って表現した図のことである。
【００２４】
　図３の構成において、変化通知受信部８１は、遠隔管理システム８において、受配電設
備１Ａからの変化通知を受信する処理部で、図２の変化通知受信部８１に相当するもので
ある。異常確認処理部８９は、遠隔管理システム８から受配電設備１Ａに対して定期的に
受配電設備１Ａが異常か正常かを確認するための異常確認パケットの通信を行う処理部で
ある。
　即ち、異常確認処理部８９は、受配電設備１Ａのマルチリレー３が停止している、マル
チリレー３が異常状態、マルチリレー３の通信経路が切断されている、マルチリレー３の
通信経路が通信過多で滞留している、などの何らかの異常が発生していないか確認するも
のである。この異常確認処理部８９は、図２の設定読み込み電文送信部８５に設けられ、
変化通知管理部８３からの指令で処理が行われる。
【００２５】
　実施の形態２の発明は、不要な通信を避けるため、設定変更通知は異常確認処理の一部
で行うようにしたものである。
　図３に基づいてその動作を述べる。異常確認処理部８９は、変化通知管理部８３からの
指令を基に定期的に異常確認パケットを受配電設備１Ａに対して送信する（ステップＳ１
）。受配電設備１Ａは、設定情報に変更がされていた場合は、変化情報付きの応答を返送
する（ステップＳ１１）。異常確認処理部８９は、変化通知受信部８１に対して、変化通
知情報を転送する（ステップＳ２）。変化通知受信部８１は、変化情報を変化通知位置情
報データベース８２に蓄積する（ステップＳ２１）。
【００２６】
　一方、異常確認処理部８９が受配電設備１Ａに対して異常確認パケットを送信した際に
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、受配電設備１Ａの設定情報に変更がない場合は、変化情報なしの応答を異常確認処理部
８９に対して返送する（ステップＳ３１）。この場合、異常確認処理部８９は、変化通知
受信部８１に対して応答を転送しない。
　実施の形態２の発明では、変化通知情報の発報は、自身のユニークなアドレスと変化フ
ラグだけの通知とし、また遠隔管理システム８からの異常確認通信の応答時にその情報を
埋め込むことにより、通信量の抑制を可能とする。こうして受配電設備１Ａは、変化情報
を遠隔管理システム８に通知する機能を有する。
【００２７】
実施の形態３．
　次に、この発明の実施の形態３に係る受配電設備の図面管理装置を図４に基づいて詳細
に説明する。
　図４はこの発明の実施の形態３における受配電設備の図面管理装置において、プライオ
リティ制御を時間軸に沿って表現したシーケンス図を示している。ここで、シーケンス図
とは、相互作用図の一つでシステム間のやりとりを時間軸に沿って表現した図のことであ
る。
【００２８】
　図４において、遠隔管理システム８は、受配電設備１のマルチリレー３に対してデータ
送信要求などのパケットを送信する機能を有する。マルチリレー３は、遠隔管理システム
８の要求に応じて、データを送信する。これら遠隔管理システム８およびマルチリレー３
は図１および図２に示されるものと同じものである。
　実施の形態３の発明は、不要な通信を避けるため、マルチリレー３はプライオリティ制
御（優先制御）を行うようにしたものである。
【００２９】
　図４に基づいてその動作を述べる。先ず、プライオリティ制御について述べる。プライ
オリティレベル１～５は、レベルが小さいほど、優先順位が高い処理とする。つまり、レ
ベル１が最優先処理とみなし、例えば、次の通りとする。
　レベル１：現場処理最優先（遠隔管理システム８からの制御禁止）
　レベル２：上記レベル１の条件に加え、遠隔管理処理の異常確認については逐次応答
　レベル３：上記レベル２の条件に加え、遠隔管理処理の設定情報収集については計測・
　　　　　　保護の影響のないレベルで逐次応答
　レベル４：上記レベル３の条件に加え、遠隔管理処理の設定情報収集については逐次応
　　　　　　答
　レベル５：遠隔管理処理最優先（遠隔管理システム８からの制御があれば逐次応答）
【００３０】
　図４において、マルチリレー３は、現在プライオリティレベルが５の所を、別の処理優
先としたい目的から、プライオリティレベルを３に変更する（ステップＳ１）。マルチリ
レー３のプライオリティレベルは３となり、遠隔管理システム８からデータ送信要求があ
った場合（ステップＳ２）、マルチリレー３はプライオリティレベル１～３の処理は行う
が、プライオリティレベル４～５の処理は行わず、エラー応答を返す（ステップＳ２１）
。
　従って、遠隔管理システム８がデータ送信要求（プライオリティ５）を送信しても、マ
ルチリレー３は、要求されたデータを返送するのではなく、プライオリティエラー応答を
返答する。
【００３１】
　次に、優先したい処理が完了した場合、マルチリレー３は、プライオリティレベルを上
げる。マルチリレー３は、プライオリティレベルを３から５へ変更する（ステップＳ３）
。マルチリレー３のプライオリティレベルは５となり、プライオリティレベル１～５の処
理全てを行う。
　従って、遠隔管理システム８がデータ送信要求（プライオリティ５）を送信する（ステ
ップＳ４）と、マルチリレー３は正常応答（ステップＳ４１）し、要求されたデータを送
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信する（ステップＳ５）。
　なお、上記のデータ送信要求とは、設定情報送信要求を含め、遠隔管理システム８から
の要求の全てを含む。
【００３２】
　実施の形態３の発明では、実際に変化情報を収集する際も、マルチリレーの処理状況に
応じてプライオリティを可変とし、優先順位の高低を切り分けることで緊急時の通信量抑
制を可能とすることができる。
【００３３】
　以上、この発明の実施の形態を記述したが、この発明は実施の形態に限定されるもので
はなく、種々の設計変更を行うことが可能であり、その発明の範囲内において、各実施の
形態を自由に組み合わせたり、各実施の形態を適宜、変形、省略することが可能である。
【符号の説明】
【００３４】
　１、１Ａ、１Ｂ：受配電設備、　３：マルチリレー、　７：インターネット、
　８：遠隔管理システム、　９：図面データベース、
　８１：変化通知受信部（設定変更受信部）、　８２：変化通知位置情報データベース、
　８３：変化通知管理部、　８４：変化情報取得部、　８５：設定読込み電文送信部、
　８６：設定読込み受信部（設定変更受信部）、　８７：変化通知の影響範囲検索部、
　８８：図面更新処理部、　８９：異常確認処理部

【図１】 【図２】
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